


計量計測室の入口。 指示電気計器（アナログ表示の電流計単体、電圧計単体）。 基準電圧電流発生器（指示電気計器を校正するための標準器）。

室温20℃の計量計測室（内径測定機）。 デジタルマルチメータ（デジタル表示の電流・電圧・抵抗などのマルチ計測器）。

　適正計量管理事業所は、計量管理規程に基づき事業を行うよう定められて

いますが、同社には、独自に制定した「検査・測定及び試験装置管理規定」を

基本に業務が行われています。タイトルは、ＩＳＯ９００１の中から引用しており、社

内標準書として活用。生産のための設備の保管・整備であったり、計量計測

の方法であったり、計量に関する警告であったり、適正計量管理事業所の要

求事項を超えたきめ細やかな管理規程を定めています。一方、ＩＳＯ１００１２（計

測マネジメント）という計測に特化した要求事項が、製造業を中心とする産業界

で話題を集めています。最近はＩＳＯ９００１だけでは国際競争に勝てないと言わ

れ、ＩＳＯ９００１を補完する意味でも、ＩＳＯ１００１２はこれからの製造業でスタン

ダードになりつつありますが、国（経済産業省）の施策は進んでおらず、なかなか

緒につけないのが現状です。

　計量管理に関する業務は、杉田さんが所属する品質・環境管理チームが当

たります。①品質・環境管理活動の事業部展開、②標準化（マニュアルづく

り）、③計測管理、平面度校正事業（ＩＳＯ/ＩＥＣ１７０２５）が主な業務で、特別に

適正計量管理主任者を置かず、ほとんどを計量士４人で校正業務を行ってい

ます。計量士４人の資格を紹介します。一般計量士３人、環境計量士（濃度）

１人・（騒音・振動）１人。環境計量士１人が一般計量士の資格を持ち、室温

２０℃、２３℃に仕切られたＱＭ（計量計測室）で彼らのスキルが生かされてい

ます。

自社でマニュアル化した
手順書が役立っている体 制 制度を充実・強化するためにも

プラスの思考で！課題

計量管理実施報告書。

　「適正計量管理事業所制度のメリット拡大を図るため、もっと国際規格の要

求事項を増やせたらいいのではないか」と提案する杉田さん。ＩＳＯ９００１（品質

マネジメントシステム）、ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）、ＩＳＯ１００１２（計

測マネジメントシステム）、ＩＳＯ/ＩＥＣ１７０２５が対象です。ＩＳＯ９００１は、日本の産

業界、特に製造業では浸透しており、強調したいのはＩＳＯ１００１２の新しい要求

事項です。それは計測に特化したマネジメントシステムであって、日本が得意と

する技術力を世界に向けてアピールできるビジネスチャンスでもあります。

　産業界でもっとも注目されている国際規格、それは、ＩＳＯ/ＩＥＣ１７０２５の存在

です。計測の技術に重点が置かれ、試験・校正機関向けに作られた規格で、

「校正値と不確かさ」を提供する仕組みです。これを審査する公的機関は、ＮＩＴ

Ｅ（独立行政法人製品評価技基盤機構）と独立行政法人産業技術総合研

究所（以下、産総研）です。ＮＩＴＥは製品の安全性・適合性を審査する機関で、

産総研は国家の標準器を管理するところです。その項目の中に適合性認定分

野があり、ＪＣＳＳ（校正事業者登録制度）の認定を行っています。同社もＪＣＳ

Ｓに登録されており、新規事業に取り組んでいます。

■ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ/ＩＥＣ１７０２５・ＩＳＯ１００１２の関係図
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